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令和４年１月豊橋市議会臨時会 

 

〔Ｒ４．１．７ 議運資料〕 

 

 

○ 提出事件 

 

 予 算 案    ２ 件  

 

承  認    １ 件 

 

      報  告    ３ 件  

 

以  上    ６ 件  
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１月市議会臨時会議案概要説明書 

 

〔 報 告 〕 

 

報告第１号   専決処分の報告について 

（契約検査課・教育政策課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日  令和３年１２月２０日 

２ 変更する議決  令和３年第６３号議決 

          工事請負契約締結について（高豊中学校体育館長寿命化改良工事） 

３ 変 更 内 容     

契約価格 

変更前 １７４，９００，０００円 

変更後 １７５，３６２，０００円 

差引き ４６２，０００円 

・外壁改修の施工数量の変更等のため 

 

 

 

報告第２号   専決処分の報告について 

（土木管理課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日   令和３年１２月２３日 

２ 損害賠償の額   ３１，７６３円 

３ 事 故 の 概 況   令和３年１０月１７日午前１０時頃、豊橋市曙町字若松１１６ 

           番１地先の市道上において、相手方所有の普通乗用自動車が走 

           行中、道路のくぼみに落ち、相手方車両が損傷したもの 

（豊橋市過失割合 ３０％） 
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報告第３号   債権放棄の報告について 

（納税課） 

 豊橋市債権管理条例第６条の規定により、次のとおり市の債権を放棄したので、同条

例第７条の規定により報告するもの 

 

１ 債権の内訳及び放棄事由 

所管課 債権の名称 人数（人） 金額（円） 
放棄事由 

（第６条該当号） 

河川課 

河川等公共物 

使 用 料 
１ ３７５ 破産等（４号） 

計 １ ３７５  

住宅課 

住 宅 使 用 料 ２ １８６,０９６ 行方不明等（３号） 

使 用 損 害 金 １ ５１,５３１ 行方不明等（３号） 

修 繕 料 
１ ４０,０００ 生活保護等（１号） 

６ ４０３,１６０ 行方不明等（３号） 

計 １０ ６８０,７８７  

医事課 

入 院 収 益 

６ ７０７,６１０ 生活保護等（１号） 

１ ６７,８９０ 消滅時効完成（２号） 

２９ ７,７９９,３５９ 行方不明等（３号） 

４ ２８９,７１０ 破産等（４号） 

給 食 収 益 

５ ６０,８２０ 生活保護等（１号） 

１ １９,７６０ 消滅時効完成（２号） 

２５ ７４８,３６２ 行方不明等（３号） 

４ ２６,４９０ 破産等（４号） 

外 来 収 益 

６ １８１,６４０ 生活保護等（１号） 

９ ４４,９００ 消滅時効完成（２号） 

３０ １,７２３,１８０ 行方不明等（３号） 

４ １３８,５５０ 破産等（４号） 

そ の 他 医 業 

収 益 

３ ４,４１０ 生活保護等（１号） 

１ １００ 消滅時効完成（２号） 

１８ ２５５,１９０ 行方不明等（３号） 

２ １１,９００ 破産等（４号） 

計 １４８ １２,０７９,８７１  
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営業課 
水 道 料 金 

９ ３８,０３８ 生活保護等（１号） 

１６５ ８８１,１１８ 消滅時効完成（２号） 

２２３ １,１６０,１１０ 行方不明等（３号） 

９ ８４,０４６ 破産等（４号） 

計 ４０６ ２,１６３,３１２   

保 健 

給食課 

 

学 校 給 食 費 

６ ４６８,２１０ 生活保護等（１号） 

２ ６７,９１６ 消滅時効完成（２号） 

３ １２０,８８２ 行方不明等（３号） 

１ ８,６９５ 破産等（４号） 

計 １２ ６６５,７０３  

合計 ５７７ １５,５９０,０４８  

 

２ 債権放棄日 

 令和３年１２月２２日 

 


